
シ
ス
テ
ム
改
修
作
業
が
集
中
し 

Ｓ
Ｅ
需
給
が
未
曾
有
の
逼
迫
へ

　

番
号
制
度
は
15
年
秋
ご
ろ
に
個
人

お
よ
び
法
人
へ
番
号
が
通
知
さ
れ
、

16
年
１
月
か
ら
利
用
開
始
が
予
定
さ

れ
て
い
る
。
国
民
一
人
ひ
と
り
に
番

号
を
付
与
し
、
徴
税
や
社
会
保
障
給

付
な
ど
に
活
用
す
る
こ
と
が
導
入
の

目
的
だ
。

　

金
融
機
関
で
は
、
法
定
調
書
の
出

力
対
象
と
な
る
商
品
が
数
多
く
存
在

す
る
た
め
、
顧
客
の
番
号
情
報
の
取

得
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
れ
に
伴
い
、

金
融
機
関
で
は
事
務
フ
ロ
ー
の
見
直

し
に
加
え
、
関
連
す
る
Ｉ
Ｔ
シ
ス
テ

ム
の
改
修
作
業
が
必
要
と
な
る
。
Ｉ

Ｔ
シ
ス
テ
ム
の
対
応
コ
ス
ト
は
２
兆

円
を
超
え
る
と
み
ら
れ
、
対
応
に
は

相
当
数
の
シ
ス
テ
ム
エ
ン
ジ
ニ
ア

（
Ｓ
Ｅ
）
要
員
の
確
保
が
必
須
と
な

る
。
通
常
、
個
別
シ
ス
テ
ム
の
改
修

対
応
に
は
、
当
該
シ
ス
テ
ム
を
熟
知

し
た
Ｓ
Ｅ
が
従
事
す
る
こ
と
と
な
る

が
、
番
号
制
度
対
応
に
精
通
し
た
要

員
は
現
状
で
は
多
い
と
は
い
え
な
い

状
況
で
あ
る
。

　

番
号
制
度
に
対
応
し
た
シ
ス
テ
ム

改
修
は
金
融
機
関
だ
け
で
は
な
く
、

中
央
省
庁
な
ど
の
政
府
組
織
や
地
方

公
共
団
体
の
ほ
か
、
一
般
事
業
法
人

に
お
い
て
も
必
要
だ
。
つ
ま
り
、
同

時
期
に
多
数
の
Ｓ
Ｅ
需
要
が
生
ま
れ

る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
大
手
ベ

ン
ダ
ー
や
メ
ー
カ
ー
を
中
心
に
、
す

で
に
ス
キ
ル
の
有
無
を
問
わ
ず
要
員

確
保
に
躍
起
に
な
っ
て
い
る
様
子
が

う
か
が
え
る
。

　

さ
ら
に
、
番
号
制
度
対
応
の
ほ
か
、

大
手
金
融
機
関
に
お
け
る
大
規
模
な

シ
ス
テ
ム
更
改
な
ど
が
同
時
期
に
予

定
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
要
員

社
会
保
障
・
税
番
号
制
度
（
以
下
、「
番
号
制
度
」）
は
広
範
な
業
務
に
影
響
を
与
え
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
金
融
機
関

に
お
け
る
検
討
は
思
う
よ
う
に
進
ん
で
い
な
い
。
こ
れ
は
、
番
号
収
集
業
務
に
影
響
す
る
法
令
の
公
布
お
よ
び
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
等
の
公
表
が
遅
れ
て
い
る
こ
と
が
一
因
と
な
っ
て
い
る
。
社
会
保
障
・
税
番
号
（
以
下
、「
番
号
」）
の
利
用
は

２
０
１
６
年
１
月
か
ら
開
始
さ
れ
る
予
定
で
あ
り
、
金
融
機
関
に
は
そ
れ
ま
で
に
対
応
作
業
を
完
了
さ
せ
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
る
が
、
利
用
開
始
ま
で
に
準
備
が
間
に
合
わ
な
い
可
能
性
が
浮
上
し
て
い
る
。

〔図表１〕 銀行業における番号制度関連業務
業務への影響 影響が発生する理由 準備期間に必要な対応 制度施行後の業務

新
た
な
業
務
の
追
加
影
響
あ
り

①個人番号
　情報収集

法定調書提出時に個人番号付与が必要であ
るため

■�法定調書提出対象となる既存顧客に対
して、個人番号情報の届出を依頼

■�収集した個人番号を登録できるよう入
力ＩＦや番号ＤＢに関するシステム対
応が必要

■口座単位に法定調書提出が必要な顧客：
　⑴既存顧客：個人番号情報収集、証跡保管
　⑵�新規顧客：取引開始時の個人番号情報収集、�
証跡保管

■取引単位に法定調書提出が必要な顧客：
　取引時の個人番号情報収集、証跡保管
■個人番号の届出がない顧客のトレース

②個人番号の
　真正性確認

取得した個人番号が正しいか確認する必要
があるため ■真正性確認手順の整備 ■�個人番号通知カードまたは個人番号カードを利用

した真正性確認、証跡保管

③法人番号取得 法定調書提出時に法人番号付与が必要であ
るため ■法人番号取得手順の整備

■�国税庁が公表する法人番号を金融機関が取得また
は法人顧客が届出を行う
　⑴既存顧客：法人番号取得、証跡保管
　⑵新規顧客：取引開始時の法人番号取得、証跡保管

既
存
の
業
務
へ
の
変
更

④本人確認書類
　種類の追加

本人確認書類として、個人番号通知カード
＋身分証明書または個人番号カードが追加
となる可能性があるため

■本人確認手順の整備
■�本人確認に利用した書類の種類をシス
テム入力している場合、個人番号関連
の区分を追加

■�個人番号通知カードまたは個人番号カードを利用
した本人確認、証跡保管

⑤法定調書への
　番号追加 法定調書に番号を付与する必要があるため ■�法定調書の作成がシステム化されてい

る場合、番号項目を追加 ■法定調書作成時に番号を記入

影
響
見
込
み

⑥個人番号・法人
　番号による
　税務・資産調査

顧客保有資産の照会に番号が利用される可
能性があるため

■�税務・資産調査の手順に、番号による
照会を追加

■�番号をキーとした税務・資産状況調査対応
（�ただし、個人の預貯金については番号収集対象外
であるため、調査のキーは従来のままとなる）

⑦特定個人情報
　管理に関する
　監査・検査対応

個人番号を含んだ特定個人情報の管理方法
に関して、金融機関が監査および検査対象
となるため

■管理手順の整備
■�特定個人情報アクセスに関する各種シ
ステム対応

■特定個人情報の管理
■�特定個人情報の管理状況に関するヒアリング・�
監査・検査対応
■特定個人情報に関するトラブル発生時の報告
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需
給
は
こ
れ
ま
で
に
な
く
逼
迫
の
様

相
を
呈
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
タ
イ

ト
な
Ｓ
Ｅ
需
給
を
さ
し
て
「
Ｓ
Ｅ
の

２
０
１
５
年
問
題
」
な
ど
と
い
わ
れ

は
じ
め
て
お
り
、
Ｉ
Ｔ
ベ
ン
ダ
ー
や

メ
ー
カ
ー
に
と
っ
て
は
ま
さ
に
10
年

に
一
度
の
特
需
到
来
と
も
い
え
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
番
号
収
集
業
務

に
影
響
す
る
法
令
の
公
布
や
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
等
の
公
表
が
遅
れ
て
い
る
こ

と
な
ど
か
ら
、
番
号
制
度
に
対
し
て

ど
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
改
修
が
求
め

ら
れ
る
の
か
さ
え
、
発
注
者
側
と
な

る
金
融
機
関
か
ら
ベ
ン
ダ
ー
側
に
伝

わ
っ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
り
、
本
来
必
要
な
ベ
ン
ダ

ー
側
に
お
け
る
作
業
量
の
算
定
は
お

ろ
か
、
金
融
機
関
側
に
お
け
る
詳
細

な
要
件
定
義
も
ま
ま
な
ら
な
い
状
況

と
な
っ
て
い
る
。

法
令
等
の
公
布
遅
れ
で
金
融 

機
関
の
要
件
定
義
が
進
ま
ず

　

本
年
２
月
11
日
、「
行
政
手
続
に

お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た

め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律

施
行
令
」
の
案
文
が
公
表
さ
れ
、
行

政
手
続
法
に
基
づ
く
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ

メ
ン
ト
が
募
集
さ
れ
た
。
番
号
利
用

の
大
枠
の
考
え
方
に
つ
い
て
示
さ
れ

て
い
る
も
の
の
、
こ
れ
に
続
く
施
行

規
則
や
各
省
令
が
い
つ
発
出
さ
れ
る

の
か
は
依
然
と
し
て
見
通
せ
な
い
状

況
に
あ
る
。
番
号
制
度
に
か
か
る
法

令
な
ど
の
公
布
が
遅
れ
て
い
る
の
は
、

関
連
す
る
省
庁
や
当
事
者
、
シ
ス
テ

ム
が
多
す
ぎ
る
が
ゆ
え
に
、
対
立
す

る
意
見
の
調
整
に
時
間
を
要
し
て
い

る
こ
と
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
下
、
銀
行
業
に

お
け
る
業
務
の
追
加
や
既
存
業
務
の

変
更
内
容
な
ど
を
現
時
点
の
仮
説
レ

ベ
ル
で
集
約
し
た
も
の
が
図
表
１
で

あ
る
。
詳
し
い
施
行
規
則
や
各
省
令

の
公
布
が
待
た
れ
る
な
か
、
現
時
点

で
認
識
さ
れ
て
い
る
課
題
を
具
体
的

に
あ
げ
る
と
、
少
な
く
と
も
二
つ
の

未
確
定
事
項
が
存
在
す
る
。

　

一
つ
が
「
番
号
収
集
対
象
者
」
で

あ
る
。
た
と
え
ば
、
生
命
保
険
の
場

合
、
契
約
者
・
被
保
険
者
・
保
険
金

受
取
人
す
べ
て
の
番
号
を
収
集
す
る

の
か
が
未
確
定
の
ま
ま
と
な
っ
て
い

る
。
も
う
一
つ
が
「
本
人
確
認
書

類
」
だ
が
、
原
本
の
写
し
で
代
替
可

能
か
否
か
は
業
務
ご
と
に
決
定
さ
れ

る
と
み
ら
れ
る
も
の
の
、
現
時
点
で

は
そ
の
詳
細
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い

な
い
。
全
国
銀
行
協
会
で
は
現
在
、

本
人
確
認
書
類
を
個
人
、
法
人
そ
れ

（出所）　ＮＴＴデータ経営研究所作成（図表３～４も同じ）。

〔図表１〕 銀行業における番号制度関連業務
業務への影響 影響が発生する理由 準備期間に必要な対応 制度施行後の業務

新
た
な
業
務
の
追
加
影
響
あ
り

①個人番号
　情報収集

法定調書提出時に個人番号付与が必要であ
るため

■�法定調書提出対象となる既存顧客に対
して、個人番号情報の届出を依頼
■�収集した個人番号を登録できるよう入
力ＩＦや番号ＤＢに関するシステム対
応が必要

■口座単位に法定調書提出が必要な顧客：
　⑴既存顧客：個人番号情報収集、証跡保管
　⑵�新規顧客：取引開始時の個人番号情報収集、�
証跡保管

■取引単位に法定調書提出が必要な顧客：
　取引時の個人番号情報収集、証跡保管
■個人番号の届出がない顧客のトレース

②個人番号の
　真正性確認

取得した個人番号が正しいか確認する必要
があるため ■真正性確認手順の整備 ■�個人番号通知カードまたは個人番号カードを利用

した真正性確認、証跡保管

③法人番号取得 法定調書提出時に法人番号付与が必要であ
るため ■法人番号取得手順の整備

■�国税庁が公表する法人番号を金融機関が取得また
は法人顧客が届出を行う
　⑴既存顧客：法人番号取得、証跡保管
　⑵新規顧客：取引開始時の法人番号取得、証跡保管

既
存
の
業
務
へ
の
変
更

④本人確認書類
　種類の追加

本人確認書類として、個人番号通知カード
＋身分証明書または個人番号カードが追加
となる可能性があるため

■本人確認手順の整備
■�本人確認に利用した書類の種類をシス
テム入力している場合、個人番号関連
の区分を追加

■�個人番号通知カードまたは個人番号カードを利用
した本人確認、証跡保管

⑤法定調書への
　番号追加 法定調書に番号を付与する必要があるため ■�法定調書の作成がシステム化されてい

る場合、番号項目を追加 ■法定調書作成時に番号を記入

影
響
見
込
み

⑥個人番号・法人
　番号による
　税務・資産調査

顧客保有資産の照会に番号が利用される可
能性があるため

■�税務・資産調査の手順に、番号による
照会を追加

■�番号をキーとした税務・資産状況調査対応
（�ただし、個人の預貯金については番号収集対象外
であるため、調査のキーは従来のままとなる）

⑦特定個人情報
　管理に関する
　監査・検査対応

個人番号を含んだ特定個人情報の管理方法
に関して、金融機関が監査および検査対象
となるため

■管理手順の整備
■�特定個人情報アクセスに関する各種シ
ステム対応

■特定個人情報の管理
■�特定個人情報の管理状況に関するヒアリング・�
監査・検査対応
■特定個人情報に関するトラブル発生時の報告
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ぞ
れ
に
峻
別
し
て
定
義
し
て
い
る

（
図
表
２
）。
数
多
く
存
在
す
る
本

人
確
認
書
類
に
、
さ
ら
に
番
号
制
度

対
応
と
し
て
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」

ま
た
は
「
個
人
番
号
通
知
カ
ー
ド
＋

身
分
証
明
書
」
が
追
加
さ
れ
る
格
好

だ
。
本
人
確
認
書
類
が
増
え
れ
ば
増

え
る
ほ
ど
、
金
融
機
関
に
お
い
て
は

真
正
性
確
認
な
ど
の
手
間
を
要
す
る

こ
と
と
な
り
、
今
後
は
さ
ら
に
金
融

機
関
の
店
頭
業
務
が
複
雑
に
な
り
か

ね
な
い
。

　

こ
れ
ら
の
ほ
か
、
政
省
令
以
外
で

明
確
化
さ
れ
る
べ
き
と
思
わ
れ
る
論

点
も
存
在
す
る
。
図
表
３
は
銀
行
業

を
中
心
と
し
た
業
務
の
関
連
当
事
者

を
プ
ロ
ッ
ト
し
た
も
の
だ
が
、
た
と

え
ば
保
険
商
品
の
銀
行
窓
販
の
場
合
、

実
際
に
番
号
を
収
集
す
る
責
務
を
負

う
の
は
保
険
会
社
な
の
か
銀
行
な
の

か
。
あ
る
い
は
い
ず
れ
の
ケ
ー
ス
も

容
認
さ
れ
る
と
し
て
、
そ
の
場
合
の

責
任
分
界
点
は
ど
う
な
る
の
か
と
い

っ
た
「
番
号
収
集
実
施
者
」
に
関
し

て
の
整
理
が
必
要
だ
。

　

番
号
収
集
対
象
契
約
に
つ
い
て
も

明
確
に
定
義
す
る
必
要
が
あ
る
。
現

時
点
で
想
定
さ
れ
る
範
囲
内
で
考
え

て
み
て
も
、
金
融
機
関
に
お
け
る
取

扱
商
品
ご
と
の
番
号
取
得
対
象
（
法

定
調
書
）
は
多
岐
に
わ
た
る

（
図
表
４
）。
と
こ
ろ
が
、「
社

会
保
障
の
安
定
財
源
の
確
保
等

を
図
る
税
制
の
抜
本
的
な
改
革

を
行
う
た
め
の
消
費
税
法
の
一

部
を
改
正
す
る
等
の
法
律

（
抄
）」
に
お
い
て
、
法
定
調

書
の
拡
充
を
検
討
す
る
旨
の
記

述
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
対
象

と
な
る
法
定
調
書
が
、
今
後
さ

ら
に
追
加
と
な
る
可
能
性
が
あ

り
、
現
時
点
で
作
業
範
囲
を
明

確
に
定
義
す
る
こ
と
が
困
難
と

な
っ
て
い
る
。
場
合
に
よ
っ
て

は
、
法
定
調
書
が
追
加
さ
れ
る

つ
ど
、
金
融
機
関
側
は
新
た
な

対
応
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
予

想
さ
れ
、
将
来
的
な
二
重
投
資

に
も
な
り
か
ね
な
い
。

　

金
融
機
関
側
の
要
件
確
定
作

業
を
後
押
し
す
る
で
あ
ろ
う
施

行
規
則
や
各
省
令
の
公
布
が
待

た
れ
る
な
か
、
現
状
の
ま
ま
、

か
り
に
数
カ
月
が
経
過
し
た
場

合
、
業
務
要
件
の
整
理
が
遅
延

し
、
ひ
い
て
は
シ
ス
テ
ム
開
発

の
要
件
定
義
や
開
発
規
模
の
算

定
作
業
も
先
送
り
に
な
り
か
ね

な
い
。
ま
た
、
こ
れ
に
よ
り
開

発
の
難
易
度
や
開
発
者
の
必
要

（出所）　全国銀行協会の資料をもとにＮＴＴデータ経営研究所作成。

〔図表２〕 全国銀行協会が定める本人確認書類

個
人
の
場
合

⑴次の本人確認書類の場合に
は、窓口で原本を直接提示し
てもらうことによって本人の氏
名、住居および生年月日の確認
を行う

１．運転免許証
２．運転経歴証明書（2012年４月１日以降交付のもの）
３．旅券（パスポート）・乗員手帳
４．住民基本台帳カード（写真付）
　　⇒　個人番号カード　または　通知カード＋身分証明書（写真付）
５．各種年金手帳
６．各種福祉手帳
７．各種健康保険証
８．後期高齢者医療被保険者証
９．母子健康手帳
10．身体障害者手帳
11．在留カード・特別永住者証明書
12．取引に実印を使用する場合の当該実印の印鑑登録証明書
13．官公庁から発行・発給された書類で、顔写真が貼付されたもの
　（ただし、本人から提示された場合などに限る）

⑵次の本人確認書類の場合に
は、窓口で原本を提示してもら
うとともに、当該取引に係る書
類などを顧客に郵送し、到着し
たことを確認することによって
本人の氏名、住居および生年月
日の確認を行う

１．住民票の写し
２．住民票の記載事項証明書
３．印鑑登録証明書（上記⑴12を除く）
４．戸籍謄本・抄本（戸籍の附票の写しが添付されているもの）
５．官公庁から発行・発給された書類（上記⑴13を除く）

法
人
の
場
合

⑴法人の本人確認書類
１．登記事項証明書
２．印鑑登録証明書
３．官公庁から発行・発給された書類

⑵事業内容の確認書類

１．�定款その他法令の規定で作成が必要な書類で事業内容の記載があるもの
２．登記事項証明書（上記⑴の本人確認書類との兼用も可能）
３．官公庁から発行・発給された書類で、事業内容の記載があるもの
　（�法人の名称および本店または主たる事務所の所在地の記載がある場合、上
記⑴の本人確認書類との兼用も可能）
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ス
キ
ル
な
ど
も
不
明
確
と
な
る
た
め
、

シ
ス
テ
ム
開
発
の
全
体
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
や
ス
キ
ル
に
応
じ
た
要
員
確
保
、

コ
ス
ト
の
見
積
り
も
困
難
と
な
る
。

16
年
１
月
か
ら
開
始
さ
れ
る
番
号
利

用
で
あ
る
が
、
金
融
機
関
と
し
て
は

そ
れ
ま
で
に
顧
客
か
ら
の
番
号
収
集

作
業
を
完
了
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

る
も
の
の
、
16
年
１
月
の
番
号
利
用

開
始
ま
で
に
準
備
が
間
に
合
わ
な
い

可
能
性
が
残
る
。

窓
販
や
銀
行
代
理
店
業
務
で
は

番
号
収
集
を
だ
れ
が
行
う
の
か

　

銀
行
業
に
お
い
て
手
数
料
収
益
の

多
く
を
担
っ
て
い
る
窓
口
販
売
や
代

理
店
業
務
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
が

多
い
。

　

前
述
し
た
保
険
商
品
の
窓
口
販
売

に
際
し
て
は
、
番
号
収
集
自
体
は
銀

行
が
行
う
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る

が
、
法
定
調
書
作
成
を
担
う
生
命
保

険
会
社
は
番
号
収
集
の
責
務
を
負
わ

ず
に
済
む
の
だ
ろ
う
か
。
同
様
に
、

銀
行
代
理
店
業
務
、
金
融
商
品
仲
介

業
務
で
は
顧
客
接
点
が
多
種
多
様
に

及
ぶ
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
も
の
の
、

番
号
収
集
お
よ
び
そ
の
管
理
を
だ
れ

が
担
う
の
か
に
つ
い
て
、
現
状
で
は

精
緻
に
整
理
さ
れ
て
い
な
い
。

　

銀
行
業
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
保

険
商
品
の
販
売
会
社
と
し
て
番
号
を

収
集
せ
ず
、
窓
口
に
お
い
て
は
来
店

客
に
対
し
、
自
身
の
番
号
を
保
険
会

社
に
別
途
届
け
る
よ
う
伝
え
る
こ
と

が
で
き
れ
ば
、
銀
行
自
体
の
シ
ス
テ

ム
対
応
や
周
辺
事
務
な
ど
の
番
号
収

集
に
か
か
る
負
荷
軽
減
が
実
現
す
る
。

一
方
、
保
険
会
社
側
は
新
た
に
顧
客

か
ら
の
番
号
収
集
事
務
を
定
義
す
る

必
要
が
あ
り
、
対
応
コ
ス
ト
が
増
大

す
る
。
逆
に
、
銀
行
が
窓
口
で
顧
客

へ
の
保
険
商
品
販
売
と
同
時
に
番
号

を
収
集
し
た
う
え
で
保
険
会
社
に
通

知
す
る
こ
と
と
し
た
場
合
、
保
険
会

社
の
事
務
負
担
は
緩
和
さ
れ
る
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
顧
客
情
報
の

取
扱
い
に
か
か
る
業
務
の
受
委
託
と

セ
ッ
ト
で
論
じ
ら
れ
る
べ
き
で
は
あ

る
も
の
の
、
い
ま
だ
番
号
収
集
に
関

す
る
全
体
像
が
つ
か
め
な
い
の
が
実

態
で
あ
る
。
ま
た
、
銀
行
代
理
店
業

務
お
よ
び
金
融
商
品
仲
介
業
務
に
つ

い
て
は
、
一
般
企
業
も
業
務
実
施
者

と
な
り
う
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
、
状

況
は
さ
ら
に
複
雑
と
な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
窓
口
販
売
や
代
理

店
業
務
に
つ
い
て
は
、
業
態
を
越
え

た
対
応
が
求
め
ら
れ
る
一
方
、
業
態

間
で
利
害
が
異
な
る
。
し
た
が
っ
て
、

（注）　社会保障・税に関する義務的対応では、激甚災害発生時の対応も想定されるが、現時点では詳細未定。

〔図表３〕 銀行業における番号制度関連業務と関連当事者

国税庁、国税局、
国税事務所、税務署

⑤法定調書への
　番号追加

法定調書
（紙）

法定調書
（CD-ROM）
法定調書

（CD-ROM）

都道府県税事務所、
市役所

①個人番号
　情報収集

個人

顧客 金融機関 省庁、委員会、自治会など

銀行

特定個人情報
保護委員会、
日銀、金融庁

法人
③法人番号取得

②個人番号の
　真正性確認

④本人確認書類
　種類の追加

本人確認
個人番号
届出

法人番号届出
または
国税庁公表
情報より取得

法定調書
提出

口座情報
照会

口座情報
照会

⑥個人番号・
　法人番号による
　税務・資産調査

監査

⑦特定個人情報
　管理に関する
　監査・検査対応

個人番号
カード

個人番号
通知カード

住基カード
（約10年の
移行期間後
廃止）

免許証 等

保険
会社

窓販に関する
委託
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個
別
業
態
に
特
化
し
た
検
討
だ
け
で

は
容
易
に
は
解
に
た
ど
り
つ
け
な
い
。

金
融
機
関
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル

が
一
変
す
る
可
能
性
を
秘
め
る

　

一
方
、
番
号
利
用
の
民
間
開
放
が

実
現
し
た
場
合
、
金
融
機
関
に
は
新

た
な
ビ
ジ
ネ
ス
チ
ャ
ン
ス
が
生
ま
れ

る
。
そ
も
そ
も
法
人
番
号
の
利
用
に

つ
い
て
は
容
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
金
融
機
関
側
の
事
務
負
担
軽
減

や
法
人
向
け
営
業
活
動
の
効
率
化
が

期
待
さ
れ
て
い
る
。

　

政
府
は
個
人
番
号
の
利
用
拡
大

（
民
間
利
用
）
に
つ
い
て
も
、
18
年

秋
ご
ろ
を
メ
ド
に
検
討
す
る
と
し
て

い
る
。
膨
大
な
量
の
書
類
が
飛
び
交

う
審
査
書
類
の
簡
素
化
に
よ
る
住
宅

ロ
ー
ン
手
続
の
効
率
化
が
実
現
さ
れ

る
ほ
か
、
法
人
関
連
業
務
と
歩
調
を

〔図表４〕 金融機関における取扱商品ごとのおもな番号取得対象（法定調書）

取扱商品 おもな法定調書

預貯金等
�利子等の支払調書（同合計表）
�譲渡性預金の譲渡等に関する調書（同合計表）

定期積金 �定期積金の給付補填金等の支払調書（同合計表）
国外送金 �国外送金等調書（同合計表）

証券
�特定株式等・特定外国株式の異動状況に関する調書（同合計表）
�利子等の支払調書（同合計表）
�特定口座年間取引報告書（同合計表）

抵当証券 �定期預金の給付補填等の支払調書（同合計表）

債券
�利子等の支払調書（同合計表）
�国外公社債等の利子等の支払調書（同合計表）
�無記名割引債の償還金の支払調書（同合計表）

株式・持分等

�株式等の譲渡の対価等の支払調書（同合計表）
�配当等とみなす金額に関する支払調書（同合計表）
�配当、余剰金の分配および基金利息の支払調書（同合計表）
�国外投資信託等または国外株式の配当等の支払調書（同合計表）
�株式無償割当に関する調書（同合計表）
�交付金銭等の支払調書（同合計表）
�特定新株予約権等・特定外国新株予約権の付与に関する調書
（同合計表）

信託

�信託に関する受益者別（委託者別）調書（同合計表）
�信託受益権の譲渡の対面の支払調書（同合計表）
�利子等の支払調書（同合計表）
�投資信託または特定受益証券発行信託収益の分配の支払調書（同合計表）
�国外投資信託等または国外株式の配当等の支払調書（同合計表）
�株式等の譲渡の対価等の支払調書（同合計表）

投資信託

�利子等の支払調書（同合計表）
�国外公社債等の利子等の支払調書（同合計表）
�投資信託または特定受益証券発行信託収益の分配の支払調書（同合計表）
�オープン型証券投資信託収益の分配の支払調書（同合計表）
�株式等の譲渡の対価等の支払調書（同合計表）
�上場証券投資信託等の償還金等の支払調書（同合計表）

デリバティブ �先物取引に関する調書（同合計表）

金投資・取引
�定期積金の給付補填金等の支払調書（同合計表）
�金地金等の譲渡の対価の支払調書（同合計表）

生命保険・共済

�生命保険契約等の一時金の支払調書（同合計表）
�生命保険契約等の年金の支払調書（同合計表）
�生命保険金・共済金受取人別支払調書（同合計表）
�保険等代理報酬の支払調書（同合計表）
�非居住者等に支払われる給与、報酬、年金および賞金の支払調書
（同合計表）
�公的年金等の源泉徴収票（同合計表）

損害保険・共済

�損害保険契約等の満期返戻金等の支払調書（同合計表）
�損害保険契約等の年金の支払調書（同合計表）
�損害（死亡）保険金・共済金受取人別支払調書（同合計表）
�保険等代理報酬の支払調書（同合計表）
�非居住者等に支払われる給与、報酬、年金および賞金の支払調書
（同合計表）
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合
わ
せ
る
格
好
で
、
業
務
効
率
や
収

益
向
上
に
資
す
る
効
果
も
発
現
す
る

だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
個
人
番
号
情

報
の
厳
格
な
取
扱
い
が
前
提
と
は
な

る
も
の
の
、
金
融
機
関
の
今
後
の
ビ

ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
を
一
変
さ
せ
る
可
能

性
を
秘
め
て
い
る
。

　

と
は
い
え
、
目
前
に
迫
っ
た
制
度

対
応
に
視
線
を
戻
せ
ば
、
個
々
の
金

融
機
関
に
は
シ
ス
テ
ム
改
修
コ
ス
ト

が
伴
う
だ
け
で
は
な
く
、
番
号
収
集

事
務
を
は
じ
め
と
し
た
新
た
な
周
辺

事
務
負
担
が
生
じ
る
。
将
来
的
な
番

号
利
用
の
民
間
開
放
に
夢
は
抱
き
つ

つ
も
、
眼
前
の
負
荷
が
金
融
機
関
に

は
重
く
の
し
か
か
る
構
造
だ
。

　

金
融
機
関
に
お
け
る
番
号
制
度
対

応
の
負
荷
軽
減
、
ひ
い
て
は
わ
が
国

全
体
で
の
制
度
対
応
コ
ス
ト
を
抑
制

す
る
う
え
で
は
、
番
号
制
度
へ
の
取

組
み
を
た
ん
な
る
規
制
対
応
に
終
わ

ら
せ
な
い
た
め
の
制
度
設
計
の
ほ
か
、

金
融
機
関
側
で
も
業
態
を
越
え
た
連

携
が
求
め
ら
れ
る
。
具
体
的
に
は
、

番
号
利
用
の
民
間
開
放
前
倒
し
に
期

待
す
る
と
と
も
に
、
業
界
団
体
を
中

心
と
し
て
各
機
関
・
業
態
を
ま
た
ぐ

よ
う
な
重
複
作
業
の
集
約
に
向
け
た

検
討
を
行
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

＊　

＊　

＊

　

本
稿
で
は
紙
幅
の
関
係
上
、
現
状

で
想
定
さ
れ
る
主
た
る
課
題
に
絞
り

込
ん
で
取
り
上
げ
た
が
、
今
後
仔
細

な
検
討
へ
と
進
む
に
つ
れ
、
潜
在
化

し
て
い
る
課
題
が
各
所
で
噴
出
す
る

こ
と
が
予
見
さ
れ
る
。
あ
わ
せ
て
シ

ス
テ
ム
改
修
な
ど
に
要
す
る
金
融
機

関
側
の
コ
ス
ト
負
担
も
増
大
す
る
だ

ろ
う
。
番
号
利
用
の
民
間
開
放
の
前

倒
し
な
ど
に
よ
る
金
融
機
関
側
に
お

け
る
将
来
の
収
益
モ
デ
ル
化
や
業
務

効
率
向
上
に
資
す
る
指
針
も
あ
わ
せ

て
検
討
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
で
、
制

度
対
応
に
か
か
る
金
融
機
関
側
の
負

荷
軽
減
に
も
一
定
の
配
慮
が
な
さ
れ

る
こ
と
を
切
に
期
待
し
た
い
。

お
お
の
　
ひ
ろ
た
か

93
年
早
稲
田
大
学
卒
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
デ
ー

タ
入
社
。
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
管
理

シ
ス
テ
ム
な
ど
の
企
画
に
従
事
。
98

〜
00
年
大
蔵
省
大
臣
官
房
総
合
政
策

課
に
て
マ
ク
ロ
経
済
分
析
を
担
当
。

06
年
か
ら
現
職
。
経
営
コ
ン
サ
ル
タ

ン
ト
と
し
て
新
規
事
業
・
事
業
計
画

・
ブ
ラ
ン
ド
戦
略
立
案
の
ほ
か
、
Ｂ

Ｃ
Ｐ
の
策
定
・
訓
練
支
援
、
地
域
ビ

ジ
ネ
ス
振
興
に
も
注
力
。

　

試
し
に
ツ
イ
ッ
タ
ー
で
本
書
の
題

名
を
検
索
し
て
み
た
ら
、「
読
む
と
、

い
や
ー
な
記
憶
が
よ
み
が
え
っ
て
く

る
」
と
い
う
感
想
が
出
て
き
た
。

　

10
大
事
件
を
自
ら
経
験
し
た
世
代

は
本
書
に
よ
り
記
憶
を
新
た
に
し
、

そ
の
後
の
世
代
は
「
い
や
ー
な
記

憶
」
を
追
体
験
で
き
る
。
た
と
え
ば
、

Ｌ
Ｔ
Ｃ
Ｍ
の
破
綻
前
後
に
つ
い
て
、

「
各
種
商
品
の
ボ
ラ
テ
ィ
リ
テ
ィ
が

跳
ね
上
が
り
、
市
場
が
『
壊
れ
て
い

く
』
よ
う
な
、
な
ん
と
も
気
持
の
悪

い
日
々
が
続
い
た
。
胃
液
が
あ
が
っ

て
く
る
よ
う
な
相
場
と
い
っ
た
ら
感

じ
が
伝
わ
る
だ
ろ
う
か
」
と
、
い
や

ー
な
感
じ
が
実
に
生
々
し
い
。

　

し
か
し
、
本
書
は
「
い
や
ー
な
記

憶
」
の
描
写
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
。

事
件
が
起
こ
る
た
び
に
、
そ
れ
を
ゴ

リ
ゴ
リ
ゴ
リ
ゴ
リ
分
析
し
総
括
し
、

普
遍
的
な
通
用
性
の
あ
る
リ
ス
ク
管

理
思
想
に
ま
で
整
理
し
て
、
理
論
や

実
務
や
規
制
を
変
え
て
き
た
歴
史
が

わ
か
り
や
す
く
描
か
れ
て
い
る
。

　

金
融
大
惨
禍
の
事
例
で
は
日
本
も

海
外
に
引
け
を
と
ら
な
い
の
に
、
10

大
事
件
の
す
べ
て
が
海
外
発
で
あ
る

の
は
、
日
本
の
経
験
を
人
類
の
共
有

財
産
に
す
る
努
力
が
十
分
で
あ
っ
た

か
、
考
え
さ
せ
ら
れ
る
も
の
が
あ
る

よ
う
に
思
う
。

　

藤
井
氏
は
、
バ
ー
ゼ
ル
Ⅱ
の
枠
組

み
づ
く
り
に
貢
献
さ
れ
た
と
き
の
思

い
出
を
、
本
書
で
「
当
時
に
お
け
る

リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
ャ
ー
た
ち
と
の
、
そ

し
て
官
民
協
議
に
お
け
る
腹
を
割
っ

た
議
論
は
、
規
制
す
る
側
と
規
制
さ

れ
る
側
が
『
ひ
と
つ
の
目
標
』
に
む

か
う
と
い
う
あ
る
種
の
連
帯
感
を
共

有
し
た
、
特
別
の
時
間
で
あ
っ
た
と

い
う
感
が
い
ま
で
も
強
い
」
と
回
想

し
て
い
る
。

　

そ
う
し
た
腹
を
割
っ
た
議
論
が
、

日
本
の
問
題
を
日
本
の
実
務
と
し
て

解
決
し
て
い
く
た
め
に
、
常
時
当
り

前
の
よ
う
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
リ
ス

ク
管
理
を
規
制
対
応
や
出
来
合
い
の

理
論
の
適
用
と
し
て
と
ら
え
る
の
で

は
な
く
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
プ
ロ
セ

ス
と
し
て
と
ら
え
る
本
書
は
、
そ
の

た
め
の
一
歩
と
も
な
り
う
る
の
で
は

な
い
か
。

 

（
金
融
庁
　
氷
見
野
良
三
）

金融リスク管理を変えた
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